
平成２１年度の国民年金保険料の納付状況と今後の取組等について

資料１

①平成２１年度の現年度分（平成２１年４月分～平成２２年３月分）の納付率

６０．０％（対前年度比△２．１ポイント）

納付対象月数 １７，３０８万月（対前年度比△１．２％）

納付月数 １０，３８１万月（対前年度比△４．５％）

②過年度分（平成１９年度分）の納付率 ６８．６％

（平成１９年度末と比較して＋４．７ポイント）

（平成２０年度末と比較して＋１．９ポイント）

過年度分（平成２０年度分）の納付率 ６５．０％

（平成２０年度末と比較して＋２．９ポイント）

○ 納付率の高いいわゆる団塊の世代（昭和２２年から２４年生まれ）のうち昭和２４年（１９４９年）生まれの者が平成２１

年（２００９年）に６０歳に到達し第１号被保険者から抜けたこと。

○ 年金記録問題への対応を最優先とする状況下で、職員等による納付督励等の取組みが年間を通じて十分に実施できなかった

こと。

○ 市場化テストによる納付督励について、日本年金機構（社会保険庁）と受託事業者との協力・連携が不十分であったこと、

日本年金機構（社会保険庁）における事業の進捗管理が不十分であったこと等により、その効果が十分に発揮されなかったこ

と。

国民年金保険料の納付状況

納付率低下の要因

（平成２１年度末時点）

平 成 ２ ２ 年 ８ 月 ５ 日
厚生労働省年金局・日本年金機構



被保険者属性ごとの取組について

⑧
未加入者

9万人

①第１号被保険者
1,985万人

②未納者
321万人

③全額免除者等
535万人

④保険料納付者
（1,129万人）

⑤口座振替納付者
527万人

⑦納付書納付者等
（5８８万人）

（平成２２年３月末現在）

⑥クレジットカード納付者 14万人

＜年金事務所＞

○ 届出がない場合の資格取得の手続き（いわゆる「職権適用」）の確実な実施

○ 特定業務契約職員（約４００名）による適用体制の強化

＜市場化テスト受託事業者＞

○ 免除等の周知・勧奨

○ 納付督励（催告状・電話・戸別訪問）の実施

＜年金事務所＞

○ 強制徴収の実施

＜市場化テスト受託事業者＞

○ 免除等の周知・勧奨

＜市場化テスト受託事業者＞

○ 口座振替不能者へのフォローアップ

＜市場化テスト受託事業者＞

○ 口座振替制度の利用推進

注１：未納者とは、２４か月（平成２０年４月～平成２２年３月）の保険料が未納となっている者。
注２：従来は公的年金加入状況等調査の結果を踏まえた数値を掲記していたが、平成１９年度に調査を実施しなかったため、平成１６年度までの結果に基づき線形按分した平成１９年度の数値を仮置きしている。
注３：第1号被保険者には、任意加入被保険者（３４万人）が含まれている。
注４：保険料納付者の人数は、①から②及び③を単純に差し引いて算出したもの。納付書納付者等の人数は、④から⑤及び⑥を単純に差し引いて算出したもの。

＜年金事務所＞

○ 金融機関等に対する口座振替制度の周知等の協力要請

○ 公的年金制度の普及・啓発（「年金月間」の設定・大学における相談会の開催・パンフレット等の内容の見直し）

（注１）（注２）

（注３）

（注４）

（注４）


